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6 月 1 日（月）～6 月 11 日（木）の中学校給食について 
 

平素は，本校教育にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

この度，本市では，6 月 1 日（月）から段階的に学校教育活動を再開することとなりま

した（6 月 5 日（金）までは給食が実施されません）。 

また，6 月 8 日（月）～11 日（木）は分散登校の教室で給食を実施します（申込者のみ）。 

通常通り自教室にて全員で給食や弁当を食べる形態に戻るのは，6 月 12 日（金）からです。 

つきましては，下記の変更内容にご注意いただき，必要な場合は手続きをしてください。 

 

記  

 

＜6 月 1 日（月）～6 月 5 日（金）の給食のキャンセルと返金について＞ 
保護者の方にしていただく手続きはありません。システム業者が「キャンセル」し，給

食費は支払方法（コンビニ払込票・クレジットカード払い）に関わらず，予約システム上

の残高へ 5 月末までに返金させていただきます（返金分は次回以降の給食予約にご利用い

ただけます。）。 

 保護者の方におかれましては，予約システムにて，返金処理後の残高や入出金履歴で返

金額を，ご確認いただけます（予約システムへログインされない方は，お手元に予約シス

テムの「ログインＩＤ」をご用意のうえ，下欄の給食予約システムコールセンターへお問

い合わせいただくと残高をご確認できます。）。 

≪返金額の計算方法≫ 

返金額 ＝「給食費」×「各校で予定していた給食実施回数（6 月 1 日(月)～6 月 5 日(金)）」 

（例）給食取消回数が 5 回の場合 

・ 310 円×5 回＝1,550 円（牛乳アレルギー等の生徒は 251 円×5 回＝1,255 円） 
 
 
 
 
＜6 月 8 日（月）～12 日（金）の給食のキャンセルについて＞ 
 この期間の給食をすでに申込していたけれども，キャンセルを希望される場合は， 
保護者の方が各自，給食予約システムでキャンセルの手続きをしていただく必要が
あります（キャンセル手続き 5 月 29 日（金）締切）。 給食費は予約システム上の
残高へ返金させていただきます。 
 ただし，システムの都合上，週単位のキャンセルのため，この週をキャンセルし
た場合，全員が給食・弁当を食べる 6 月 12 日（金）は弁当を用意して持
たせていただく必要があります。ご注意ください。 

 
 
 

 

＜お問い合わせ先（受付時間 9 時～17 時 土日祝・年末年始を除く）＞ 

〇配付書類(ID の再発行)，給食予約や給食費の支払いについて 
給食予約システムコールセンター（株式会社フューチャーイン）TEL052-732-8948 


